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1 本庁舎

所在 上北郡おいらせ町中下田135-2

竣二年月日 昭和58年 10月 30日

構造種別 鉄筋コンクリート造

階数 地上5階

延床面積 (台帳 ) 31512.56 耐

経過年数 28年

耐用年数 50年

備考 5階はその他

1.庁舎概要

※1)平成24年 6月 末日現在の経過年数である。
※2)耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令Jに基づくもである。

2 分庁舎

所在 上北郡おいらせ町止明堂60-6

竣二年月日 昭和50年 2月 25日

構造種別 鉄筋コンクリート造 他

階数 地上5階

延床面積 (台帳) 2,754 69 ポ

経過年数 37年

耐用年数 50年

備考
昭和59年3月 25日 1階増築 (50パ )

平成21年耐震診断実施 (Is値028:要補強 )



2.本 庁 舎・分 庁 舎及 び既 設施 設  位置 図

ll鐵

′`
懲 轟L・

鶴繍鋏]手 T筆

● ヽ

丸

象瑕さ峰   14・・

許養舞一一時一』一一｝一̈』
0

ゝ ‐  1

ヽ

●や鶴 ｀

プ掛
11ニ ギ・

卜」機 |

露

全 体 図  -3km

市
川|

醐『碑『螂「『『測脚螂ⅧⅧⅧ．．．．．、「　　・・　　　　熱　　Ｃ・　　　　　　̈
一

臓
　
　
　

，
露
・

紬．ロ

位 置 図



【所 見】

○今後の分庁舎の安全対策について

現在の分庁舎は耐震診断結果によりIS値 0.28と判定され、 IS値の目安として 0.3未

満は大地震 (震度 6強～ 7程度)の際に「倒壊又は崩壊する危険性が高い」とされていま

す。分庁舎の今後の方向性については、①安全な既設施設に移転分散するか、②耐震補強

を行い、当面の間、耐震性を高め来庁者や職員の安全を確保するかの、2択になると考えま

す。

移転分散する場合、コス トの面で補強工事するよりは経費はかかりませんが、町民の利

便性を考えるとさらに悪くなってしまう恐れがあります。現在配置されている社会福祉協

議会や図書館事務員等の移転先の確保も必要となり、それ以外にも引越し作業等、様々な

面で問題があり、現実的には厳しいものがあると考えます。

一方、耐震補強については、コス ト面で移転分散するよりは経費はかかりますが、今ま

でどおりということで特に問題は無いものと考えます。

上記の点から、分庁舎の今後については、既設施設に移転分散するよりは、最低限の耐

震補強を行う方が総合的に見てより良いと考えます。

補強工法の選定に際し、内部補強と外部補強でコス ト面 。工期 。業務を継続しながら工

事をできる工法を優先事項として比較した場合、「ピタコラムエ法」が耐震補強の工法とし

て適しています。

分庁舎の耐震補強レベルは本来の用途区分では 「官庁施設の総合耐震計画基準」により

Ⅱ類に該当し、補強レベルは IS値 0.75以 上にする必要があります。ただし、将来的な庁

舎整備を検討し、庁舎を一本化する方向となった場合には、分庁舎を解体する可能性が高

いと思いますので、かなりの費用を投じて補強しても短期間しか使用しないことになりま

す。

現在、災害時には本庁合に災害対策本部を設置することになっており、分庁舎をあえて

拠点施設の位置付けとしなくても良いのではないかと考えます。その上で補強レベルを耐

震改修促進法の努力義務として示された最低限の目標値である IS値 0.6以上とし、必要最

低限の補強工事により耐震性を高め、来庁者及び職員の安全確保を図ることが最適な方法

だと考えます。また、分庁舎の屋上で雨漏 りしている箇所があり、直下階の機械室で漏電

の恐れがあるので、改修が必要だと考えます。
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(1)分 庁 方 式 計 画 :① 分 庁 舎 耐 震 計 画

分庁舎 lll震 計画 について、平成 21年度 に分庁合 の耐震診断 を行ない、診断結果 と しては s値 の最低値は028と な り

診断 目安 と して ls値03未満は倒壊又は崩壊す る危険性 が高 いという結果 とな りま した。

現在の基準 に合 う耐震性能 を有 していない為、早急 な対応が必要 とな り今後の耐震計画の判断材料 と して、

耐震補強工事 の工法 工期  コス ト等 について比較表 にて検討 します。 電賛雰論碁轟垢F蔵皐3姦肇専卓肇穐認総蜂某あらり語τ憲法雲蜃傍]声
)の撤去及び復日、

耐震診断結果 (IS値):028(最 低値 )

おいらせ町分庁舎耐震補強工事比較表

⇒ 耐震補強後  (s値 )1060(目 標値 )

―凡 191-

(分庁舎規模 :RC造 5F 延床面積 275469ぽ ) ○ 良 い 劣 る普 通

諸経費の内訳 として共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を示 します。
共通仮設費 :各工事種目に共通の仮設に要する費用 (現場事務所、仮囲い、工事用水道光熱費等 )

現場管理費 :工事施工に当たり、工事現場を管理運営する為に必要な費用 (労務費、各種保険料等 )

一般管理費等 :工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用 (本社などの会社の運営に係わる費用 )

工   法 工 期 コ ス 騒音ト t工性 概 略 図

他の補強工法と併用 して補強する可能性があり専F3的 な施工管理が必要になる。

独立柱ではない部分の柱及び壁の補強時には補強以外の補修工事があ り粉塵等で業務に支障がある.

開庁 しながらでも工事は可能ではあるが、内部吹抜け工事部分では粉塵 騒音 振動で業務に支障がある。

町民や職員の安全を考慮 して ,ロ アを移動 しながら業務を行 う必要がある.

安全な避難ルー トの確保の為、現在の避難口を2箇所から3箇所に増やす検討が必要である。

1構面当りの耐力が大きく補強箇所が比較的少なく、専 Fヨ 的施工管理が容易である。

町内の公共施設での補強実績あり (木 内々小学校 )

屋外から補強する工法なため内部への施工上の影響は少ないが、工程により振動 騒音が起 こる。

ホール吹抜け部分は耐力壁の新設工事があり、粉塵 騒音等で業務環境が良 くない。

開庁 しながらでも工事は可能ではあるが、内部吹抜け工事部分では粉塵 騒音 振動で業務に支障がある。

s値06以 上の耐震補強では町民や職員の安全を考慮 してフロアを移動 しながら業務を行う必要がある。

工事範囲内の駐車場は利用が出来ない。

SRF工法

ピタコラム

エ法

例 △ O O

概算金額

75,000,000円  (耐震補強)

14,852,000円  (耐震改修)

26,955,600円   (諸経費)

116,807.600円   (工事費)

122,647,980円    (税込)

文SRFT芸 あ概算金額ほ1追去あ施i
実績からのfn単価を基に算出する.

SRF工 法は、既存コンクリート構造物のせん断補強、

靭性補強方法でボリエステル製のベルト1大の補強材を

ポリウレタン製の接着剤で部材表面に手作業で貼り付

けて表面に仕上をして完了です.         ～

liL21△ 〇ビタコラムエ法は、既存躯体面にアンカー

建物内部に立ち入ることな(■事を進める

ことが出来る完全外付工法です.

を一定間隔に打設し鋼板をアンカーに     , :

I:il:|[li[l〔 |::i][多

劣i竹概算金額

63.600,000円  耐震補強

14,852,000円  嚇震改修

23,535,600円   (諸経費

101,987,600円   (工事費

107,086.980円    (税込

アル ミ

ブ レースエ法

概算金額

85,000,000円  (耐震補強

14,852,000円  (耐震改修

29,955,600円   (諸経費

129,807.600円   (工事費

136.299,980円    (税込

アルミブレースエ法は、ビタコラムI法

と同様に既存躯体にアンカーを     ‐

打設します。鋼材の替わりに枠|     ・●:

〔専ili[:i][[||:』 : 1再|

進めることが出来る完全外付工法です。  
‐

'
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1構面当りの耐力が小さく補強箇所が比較的多くなり、専Pl的施工管理に難がある。

屋外から補強する工法なため内部への施工上の影響は少ないが、ェ程により振動 騒音が起こる。

ホール吹抜け部分は耐力壁の新設工事があ り、粉塵 騒音等で業務環境が良 くない。

開庁 しながらでも工事は可能ではあるが、内部吹抜け工事部分では粉塵 騒音 振動で業務に支障がある。

s値06以 上の耐震補強では町民や職員の安全を考慮 してフロアを移動 しながら業務を行う必要がある。

工事範囲内の駐車場は利用が出来ない。

安全な避難ルー トの確保の為、現在の避難 rlを 2箇所から3箇所に増やす検討が必要である.

PCa外
フ レームエ法

研
|△ |×

×
PCa外 フレームエ法は、既存建物の外側に            ′・

´
・ .

新設基礎を現場施Iした上にブレキャスト造        ・́
・・ 彎摯

 i‐ 11■ ■,

屋外から補強する工法なため内部への施工上の影響は少ないが、ェ程により振動 騒音が起 こる.

1構面当りの耐力が小さく補強箇所が比較的多 くな り、専門的施工管理に難がある。

補強部材が外部へ12m程 度張出すためスペースが必要で隣接する建物にも影響があり、施工が困難である.

補強部材には、新設の基礎と杭が必要になり、大型重機の作業スペースの確保が必要になる.

また、隣接建物側に作業スペースに問題がある。

工事範囲内の駐車場は利用が出来ない。

概算金額

83,000,000円  (耐震補強)

14,852,000円  (耐震改修)

29,355,600円   儲経費)

127.207,600円   (工事費)

133,567,980円    (税込)
|

―」



補強レベル毎の工事費比較表 (ピタコラムエ法)

目標 ls値 補強構
面数

壁
面

設
強
数

増
補 工期 耐震補3釜直工費

補強工事に伴う本
体・設備改1多費用

ネットワーク配線
工事 (税込)

諸経費 計 消費税 小計 設計・監理料 合 計

lEl壊又は崩壊する危険性が高い 03未満 分庁舎耐震診断結果 :028 1階から3階耐震強度不足 ⇒ 要補強

倒壊又は崩壊する危険性が低い
(拠点施設)

075 23 14 12ヶ 月 ¥162,600,000 ¥20,200,〇〇〇 ¥2,352,〇〇〇 ¥55,545,600 ¥240.697.600 ¥12,034,880 ¥252,732,480 ¥7,580,〇 〇〇 ¥260,312,480

倒壊又は崩壊する危険性が低い
(国の防災拠点建物レベル)

09 50 20 18ヶ月 ¥240,000,OOO ¥26,040,〇〇〇 ¥2,352,OOO ¥80,517,600 ¥348,909,600 ¥17,445,480 ¥366.355.080 ¥10,990,〇 〇〇 ¥377.345、 080

〔ls値の目安として」

lstt O.3未満      ⇒ 倒壊又は崩壊する危険性が高い   ※現行の建築基準法施行令にて、耐震性能を以下のように想定 している。
O.3以 上 o。 6未満 ⇒ 倒壊又は崩壊する危険性がある    中地震 候 度団螢程度) 建物に損傷が発生 しないようにする。
O.6以 上      ⇒ 倒壊又は崩壊する危険性が低い    大地震 (震度α螢ん羅 度)建物に部分的な損傷は生 じるものの、
O.9以 上      ⇒ 国の防災拠点建物 レベル                   lrJl壊 などの大きな損傷を防ぎ、

人命が損なわれないようにするЪ

【官庁施設の耐震補強や建替え等を行なう場合の目標となる ls値】

官庁施設は建物用途により、人命の安全確保と宮庁機能の確保の観点から、

耐震安全性の分類を I類 (重要度係数 1.5)、 Ⅱ類 (重要度係数 1.25)、 Ⅲ類 (重要度係数 1.〇 )に分類する。

区 分 用  途 係 数
求められる

ls値
算式

I類

大地震動後、構造体の補修をすることな<
建築物を使用できることを目標とし、
人命の安全確保に加えて十分な機能確保が
図られている。

1.50 ○.90 ○ , 6× 1.O(地 域別地震係数)× 1 50

Ⅱ類

大地震llJ後 、構造体の大きな補1多 をすることな<
建築物を使用できることを目標とし、
人命の安全確保にカロえて十分な機能確保が
図られている。

1.25 ○.75 0.6Xl. 〇 (地域別地震係数)× 1. 25

Ⅲ類

大地震動後、構造体の音β分的な損傷は生じるが、
建築物全体の耐力の低下は著し<ないことを
目標とし、人命の安全確保が図られている。

1.00 〇.60 〇. 6× 1. O(地 域別地震係数)× 4. 〇〇

「官庁施設の総合耐震計画基準 (国 土交通省)よ り抜粋」



施設整備計画 総括表 1

方 式 計 画 内  容

施設整備計画パターン 概算費用 ※設計・監理料含む

言羊細頁

統合方式

Aパターン Bパターン Cパターン Dパターン

補強 (06)+本庁舎1曽改築 補強 (06),新統合庁舎 既設施設移転+本庁舎増改築 既設施設移転・ 新統合庁舎

耐震補強工事 (にイ直06) 4.耐震補強工事 (に 1直06) 1.既設施設に分散移転 1.既設施設に分散移転

2.分庁舎改修 2.分庁舎改1参 2.本庁増改築 2.新統合庁舎

3.本庁増改築 3.新統合庁舎 3.本庁改修 3.分庁解体

4.本庁改修 4.分庁解体 4.分庁解体

5.分庁解体

(1)分庁方式計画

分庁方式とは、現在
2つの庁舎を継続使用
する為に、必要な耐震
補強・改修を行う。
または分庁合の建替え
を考えた整備計画

Э
I

分庁舎耐震計画

① l

耐震補強レベルロ標 に値 06
111.370千 円 111,370千 円

P15
国の努力義務 (06以上)

①-2
耐震補3螢 レベルロ標 僣値 075
拠点施設相当 (075以上)

2 分庁舎改修計画

②
-1

必要最低限の改修
17,430千円 17,430千円

P18
※屋上防水改修工事

②-2 耐用年数の延伸を図る大規模な改修

※空調設備改修工事他

C 分庁舎整備計画

③-1
現分庁舎前駐車場に分庁舎建替え

P19

③-2
現分庁舎跡地に分庁舎建替え

※現実的でない

こ 分庁舎解体計画 ④
分庁舎解体

215,680千 円 215,680千 円 215,680千 円 215,680千 円 P20
※最適な工法で解体

(2)統合方式計画

統合方式とは、現在
2つの庁舎を現本庁
舎、または新庁合に統
合し庁舎機能の一本化
を考えた庁舎整備計画

3 本庁改修計画

⑤-1
本庁舎改修

245,650千 円 245,650千 円

P21
耐用年数の延伸を図る大規模な改修

⑤-2
本庁舎増改築 (公民館機能含む)

922,850千 円 922,850千 円
中央公民館倶」に増築

⑥ 新統合庁合計画 ⑥
新統合庁舎建設

2,285,550干 円 2,285,550千 円 P22
新統合庁舎を新たな場所に建設

(3)移転計画

移転計画とは、分庁
合の建替え等で退去を
考えた整備計画

⑦
仮事務所整備計画

(既存施設活用も含む)

⑦

-1

移転計画A
P24

全ての分庁含機能 を仮事務所に移転

⑦-2
移転計画B

94,670千円 94,670千 円 P24
全ての分庁舎機能を既設施設に分散移転

⑦-3
移転計画C

P25
金ての分庁含機能 を1反 事務所と既設施設

に移転

施設整備 概算費合計 1,512,980千円 2,630,030千 円 1,478,850千円 2,595,900千 円


